
 

 

平成２１年４月の障害福祉サービス報酬改定について（概要） 

 

 

Ⅰ．基本的な考え方 

 

 平成２１年４月に行う障害福祉サービス費用（いわゆる報酬）の額の改定に当たっ

ては、利用者・事業者双方の視点からその体系を見直すこととし、新体系事業、旧法

施設及び障害児施設について、次のような基本的な視点に立った改定を行う。 

 

１．良質な人材の確保 

  障害福祉サービスにおける福祉・介護人材の確保が困難である現状を改善し、質

の高いサービスを安定的に提供するためには、福祉・介護人材の処遇改善を進める

ことが必要であり、専門性のある人材の評価を高めること等を通じて、良質な人材

の確保を推進する。 

 

２．サービス提供事業者の経営基盤の安定 

  利用者へのサービス提供基盤を確保するためには、サービス提供事業者が安定し

て事業を運営していくことができる状況が必要であることから、それぞれの事業の

実情を十分に踏まえた上で、サービス提供事業者の経営基盤の安定を図るための措

置を講じる。 

 

３．サービスの質の向上 

  重度者への対応を含め、各サービスの目的・機能に即した良質なサービスの提供

を促進することが重要であり、障害特性へのきめ細かな配慮や医療的なケアへの対

応など、障害福祉サービスの質の向上を図る。 

 

４．地域生活の基盤の充実 

  地域生活を支える各種サービスの基盤整備を更に進めることが必要であること

から、グループホーム・ケアホームにおける支援体制の充実など、各サービスの地

域生活支援機能を高める。 

５．中山間地域等への配慮 

  いわゆる中山間地域等においては、規模の拡大を図ることが困難である等の事情
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